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○
消
防
庁
告
示
第
十
号 

　

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
第
五
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
四

年
消
防
庁
告
示
第
一
号
（
対
象
火
気
設
備
等
及
び
対
象
火
気
器
具
等
の
離
隔
距
離
に
関
す
る
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ

 

う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博　
　

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



- 2 -

 

改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

第
三　

離
隔
距
離
の
決
定

第
三　

離
隔
距
離
の
決
定

対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
距
離
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
長
い
距
離
と
す

対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
距
離
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
長
い
距
離
と
す

 
 

る
。

る
。

一　

通
常
燃
焼
時
に
お
い
て
、
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
の
温
度
上
昇
が
定
常
状
態
に
達
し
た
と
き
に
、
当
該
可

一　

通
常
燃
焼
時
に
お
い
て
、
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
の
温
度
上
昇
が
定
常
状
態
に
達
し
た
と
き
に
、
当
該
可

燃
物
の
表
面
温
度
が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
距
離
の
う
ち
い
ず
れ

燃
物
の
表
面
温
度
が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
距
離
の
う
ち
い
ず
れ

か
長
い
距
離
（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
短
い
距
離
） 

か
長
い
距
離 

二　

異
常
燃
焼
時
に
お
い
て
、
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
安
全
装
置
が
作
動
す
る
ま
で
燃
焼
が
継
続
し
た
と
き

二　

異
常
燃
焼
時
に
お
い
て
、
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
安
全
装
置
が
作
動
す
る
ま
で
燃
焼
が
継
続
し
た
と
き

に
、
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
温
度
が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
距

に
、
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
温
度
が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
距

離
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
距
離
（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
短
い
距
離
）
。
た
だ
し
、
対
象

離
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
距
離
。
た
だ
し
、
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
が
安
全
装
置
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ

火
気
設
備
、
器
具
等
が
安
全
装
置
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
の
温
度
上
昇
が

て
は
、
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
の
温
度
上
昇
が
定
常
状
態
に
達
し
た
と
き
に
、
当
該
可
燃
物
の
表
面
温
度
が

定
常
状
態
に
達
し
た
と
き
に
、
当
該
可
燃
物
の
表
面
温
度
が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃

許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
距
離
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
距
離

物
に
引
火
し
な
い
距
離
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
距
離
（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
短
い
距

離
）

 
 

第
五　

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
の
特
例

第
五　

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
の
特
例

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
に
あ
っ
て
は
、
第
三
に
定
め
る
距
離
に
よ
る
ほ

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
の
離
隔
距
離
に
あ
っ
て
は
、
第
三
に
定
め
る
距
離
に
よ
る
ほ

か
、
当
該
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
に
、
最
大
投
入
量
ま
で
固
体
燃
料
を
投
入
し
て
、
当
該
燃
料
の
重
量
が
、
最

か
、
当
該
対
象
火
気
設
備
、
器
具
等
に
、
最
大
投
入
量
ま
で
固
体
燃
料
を
投
入
し
て
、
当
該
燃
料
の
重
量
が
、
最

大
投
入
量
の
重
量
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
重
量
ま
で
減
少
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
を
一
サ
イ
ク
ル
と
し

大
投
入
量
の
重
量
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
重
量
ま
で
減
少
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
を
一
サ
イ
ク
ル
と
し

て
五
回
繰
り
返
す
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
に
お
い
て
、
四
以
上
の
サ
イ
ク
ル
で
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
温
度

て
五
回
繰
り
返
す
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
に
お
い
て
、
四
以
上
の
サ
イ
ク
ル
で
近
接
す
る
可
燃
物
の
表
面
温
度

が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
距
離
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
距
離
（
簡
易

が
許
容
最
高
温
度
を
超
え
な
い
距
離
又
は
当
該
可
燃
物
に
引
火
し
な
い
距
離
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
距
離
と
す
る

サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
短
い
距
離
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
試
験

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
試
験
の
運
用
上
の
注
意
は
、
第
四
第
一
号
及
び
第
二
号
に
よ
る
ほ

 
 

の
運
用
上
の
注
意
は
、
第
四
第
一
号
及
び
第
二
号
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三　

略
］

［
一
～
三　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


